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社会福祉サービス分野においては、1980 年
代後半から先駆的ないし実験的なサービス評価
の取り組みが行われてきた。1989 年の全国社
会福祉施設経営協会が発表した『社会福祉施設
運営指針』が、評価そのものではないものの、
措置制度の下での社会福祉サービスの質の確保
のための指針を示したという点で端緒となり、
その後、1993 年に特別養護老人ホーム・老人
保健施設サービス評価事業、1996 年からは在
宅福祉サービス評価事業が実験的な国の補助事
業として開始された（冷水 2005：55-56）。

2000 年以降、社会福祉サービスの質の評価
に対する社会的要請が高まり、さらに施策が
展開されていく。介護サービス分野では、第
三者評価制度や介護サービス情報公表制度、
科 学 的 介 護 情 報 シ ス テ ム（Long-term care 
Information system For Evidence：LIFE）な
どが実施されている。

社会福祉サービスの質の評価としては、保
健医療分野でドナベディアンが提唱した「構
造」（structure）、「過程」（process）、「結果」

（outcome）という３つの評価次元が定着して
いる（神部 2007：3）。先行研究をみると、「構
造」「過程」を中心に取り上げたものが多いが 1）、
近年「結果」に焦点を当てた研究が行われるよ
うになってきている。

たとえば、神部・島村・岡田（2002）は「結果」
としてサービス満足度を取り上げ、特別養護老
人ホームの利用者の満足度に影響を及ぼす要因

を明らかにしている。田中（2008）は、デイサ
ービスにおける利用者の満足度に影響する要因
を検討している。しかしながら、利用者満足度
は利用者の主観的な評価であるため、同じ介護
サービスを行っている場合でも満足しているか
どうかは利用者の感覚によって異なってくる。
したがって、介護サービスの質の評価において
利用者満足度をどのように位置づけていくかに
ついてはさらなる検討が必要とされている。

一方、島内ら（2002）は、アメリカで開発さ
れた在宅ケアの結果を中心に据えたサービスの
質の評価ツール OASIS-OBQI（The Outcomes 
Assessment Information Set-The Outcomes 
Based Quality Improvement）の枠組みを用い
て、日本版ツールの開発と運用システムを考案
している。医療経済研究機構（2005）は、アメ
リカのナーシングホームの質評価のシステムの
日本への導入の可能性と今後の課題について検
討している。いずれも利用者一人ひとりの心身
の状態の変化を評価し、その積み重ねで施設・
事業所のケアの質を評価している。

このように先行研究においては「結果」に焦点
を当てた研究が重ねられてきているが、その成果
が介護サービスの政策の評価基準に反映されて
いるわけではない。本稿では、第三者評価制度、介
護サービス情報公表制度、科学的介護情報シス
テムの評価基準についてドナベディアンが提唱
した「構造」「過程」「結果」の３つの評価次元か
ら検討したうえで、その課題について考察する。

はじめに

介護サービスの質の評価をめぐる政策の課題
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日本における社会福祉サービスの質の政策評
価としては福祉サービス第三者評価制度が挙げ
られる。第三者評価制度は、公正・中立な第三
者機関による専門的・客観的な立場からの評価
を受ける仕組みで、高齢者福祉、障害者福祉、
児童福祉の各分野で実施されている。第三者評
価については、実施が義務づけられている認知
症共同生活介護、社会的養護施設以外は受審率
が低いなど多くの課題が指摘されているが（全
国福祉サービス第三者評価調査者連絡会 2015、
2016、2018、2019、2021、全国社会福祉協議会
2022）、ここでは、第三者評価の評価項目につ
いて焦点を当てて検討していく。

介護サービスについては、サービス種別にか
かわらず共通項目である「共通評価基準」が
45 項目、高齢者施設・サービス（特別養護老
人ホーム、通所介護、訪問介護、養護老人ホーム、
軽費老人ホーム）を評価対象にした「内容評価
基準（高齢者福祉サービス版）」が 20 項目作成
されている。それぞれの評価基準の具体的な評
価項目をみると、共通評価基準の項目は「構造」、
内容評価基準の項目は「過程」から構成されて
いる。

しかし、その評価基準については見直しの必
要性が指摘されており、また現在の「ａ・ｂ・
ｃ」の判断基準についてもより適切な判断水準
のあり方に関する検討の必要性が指摘されてい
る（全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会
2021：151）。さらに、「福祉サービス第三者評

価事業の評価基準が、都道府県によって取り扱
いが異なり、全国統一の仕組みとなっていない
ため、客観的比較が成り立たない」（全国社会
福祉協議会 2022：8）との指摘もある。

一方、「結果」の評価項目については、共通
評価基準、内容評価基準には含まれていない。 
第三者評価では「結果」の評価として、アンケ
ートや聞き取り面接などによる利用者調査が行
われている。利用者調査に基づき利用者本人の
声を公開することは利用者の権利擁護の視点か
らも検討が必要と指摘されており（全国福祉サ
ービス第三者評価調査者連絡会 2019：435）、「利
用者調査項目モデル（案）」の提案も行われて
いる （全国福祉サービス第三者評価調査者連絡
会 2021）。

しかしながら、利用者評価は利用者の主観的
な評価であるため、同じ介護サービスを提供し
ていても満足しているかどうかは利用者の感覚
によって異なってくる。つまり、利用者のサー
ビスに対する期待度が高ければ介護サービスの
質が高くても利用者評価は低くなる場合があ
り、逆に期待度が低ければ介護サービスの質が
低くても利用者評価は高くなる場合がある。

したがって、利用者評価は、第三者評価の目
的の一つである「利用者の適切なサービス選択
に資するための情報となること」に関しては有
効な情報となり得るかもしれないが、利用者評
価によって介護サービスの質を客観的に評価す
ることは難しいと考えられる。

１. 第三者評価制度

２. 介護サービス情報公表制度

介護サービス情報公表制度は、介護サービス
事業者が、介護サービスの内容および介護サー
ビスを提供する事業所・施設の運営状況に関す
る情報であって、利用者等が適切かつ円滑に当
該介護サービスを利用する機会を確保するため

の情報を報告し、都道府県がその内容を公表す
る制度で、2006 年度から施行されている。

介護サービス情報公表制度自体は、介護サー
ビスの質を評価することを目的としたものでは
ないが、「構造」に関する情報が公表されてお
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り、これらを事業所・施設ごとに比較すること
で介護サービスの「構造」の質の評価が可能と
なる。金谷（2022）は、介護サービス情報公表
制度で公表されている情報を用いて、訪問介護、
認知症共同生活介護（グループホーム）の介護
サービスの質をサービス提供主体間で比較して
いる。

このように介護サービス情報公表制度で公表
されている情報を活かして介護サービスの「構
造」の側面からサービスの質を評価していくこ
とは有効な手段と考えられる。今後、この情報
を活用した研究がさらに推進されていくことが

期待される。
しかしその一方で、介護サービス情報公表制

度で得られる情報は「構造」に関する情報に限
られ、それ以外の「過程」「結果」に関する情
報はほとんど得ることができない。これらの情
報を活用して研究を進めていく際には、金谷が
指摘しているように「公表されているデータの
なかから利用可能な変数を探索し加工して分析
を行うため、その結果には一定の限界がある」

（金谷 2022：155-156）ことを認識したうえで、
より妥当性の高い方法を検討していくことが求
められる 2）。

４. 介護サービスの質の評価の政策課題

３. 科学的介護情報システム
（Long-term care Information system For Evidence：LIFE）

科学的介護情報システム（以下「LIFE」と
する。）は、介護サービス利用者の状態や、介
護施設・事業所で行っているケアの計画・内容
などを一定の様式で入力すると、インターネッ
トを通じて厚生労働省へ送信され、入力内容が
分析されて、当該施設等にフィードバックされ
る情報システムである。介護施設・事業所にお
いて PDCA サイクルを回すために活用するた
めのツールとして 2021 年度より運用が開始さ
れている。

LIFE により収集・蓄積したデータは、フィ
ードバック情報としての活用に加えて、施策の
効果や課題等の把握、見直しのための分析にも
活用され、LIFE にデータが蓄積し、分析が進
むことにより、エビデンスに基づいた質の高い
介護の実施につながることが期待されている。

LIFE では、サービスの実施状況などの「過
程」と、利用者の心身の状況の変化などの「結
果」に関する情報を関連づけてフィードバック
されるが、各介護施設・事業所では、フィード
バックされるデータを適切に解釈する必要があ
る。また、単にリハビリを週に１回している、
週に２回しているといった「過程」の評価では
リハビリのプログラムや職員の具体的な支援内
容の評価がなされず、介護サービスの「過程」
の評価が回数や時間数に矮小化されることが危
惧される。三菱総合研究所（2023）がフィード
バックに含まれる情報を解釈する際の考え方を
示したマニュアルを作成するなど、LIFE の活
用をサポートしていく取り組みがなされている
が、介護サービスの質の向上に向けてさらなる
取り組みが期待される。

本稿では、第三者評価制度、介護サービス情
報公表制度、科学的介護情報システムの評価基
準についてドナベディアンが提唱した「構造」

「過程」「結果」の３つの評価次元から検討して
きたが、最後に今後の介護サービスの質の評価
の政策課題について考察する。
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第１は、評価項目・評価基準の妥当性である。
第三者評価制度などで評価項目・評価基準を示
すということは政策的に質の高いサービスとは
こういうものであるということを提示すること
であり、この項目・基準が曖昧だと介護サービ
スの質の改善を誤った方向に誘導する危険性が
ある。第三者評価制度の評価項目・評価基準は
定期的に見直しも行われているが、今後さらに
妥当性の高い項目・基準を検討していくことが
求められる。

第２は、「構造」「過程」「結果」の関係性の
検証である。第１で示した評価項目・評価基準
の妥当性を検証していくためには「構造」「過程」
が「結果」にどのように影響しているのかを明
らかにする必要がある。

サルツァーら（Salzer,et al1997：301）は「構
造」と「過程」は「結果」と関連していると述
べている。つまり、「構造」と「過程」での評
価が良好であれば、「結果」の評価も良好であ
る可能性が高いということである（岡田 1999：
36）。このような関係性が第三者評価制度など
の評価項目においても成立しているのかについ
てあらためて検証していくことが求められる。

第３は、介護サービスの質の「結果」の指

標をどのように検証するかということである。
LIFE では介護サービスの「結果」について利
用者一人ひとりの心身の状態の変化で評価して
おり、利用者に直接提供されている介護サービ
スの質の「結果」を指標としている。これは、
島内ら（2002）、医療経済研究機構（2005）な
どの先行研究でも同様であるが、介護サービス
の利用者の特性を考えると、このような視点の
みで「結果」を捉えることには疑問が生じる。
つまり、寝たきりなどの心身の状態の改善が期
待できない利用者へのサービス提供の「結果」
をどのように捉えるかということである。

一方、第三者評価制度、介護サービス情報公
表制度では、ほとんどが介護サービスの質の「構
造」の指標であり、一部「過程」の指標として
捉えられることができる項目があるのみで「結
果」の指標がないのが現状である。前述したよ
うに第三者評価では「結果」の評価として利用
者評価が注目されているが、利用者評価によっ
て介護サービスの質を客観的に評価することは
難しいと考えられる。もちろんこれは利用者評
価の重要性を否定するものではなく、利用者評
価以外にも「結果」の指標を検討していくこと
が必要ということである。

近年、介護サービスの質の評価に関する政
策が推進されており、とくに LIFE については
2021 年度の介護報酬改定により LIFE へのデ
ータ提出を要件とした「科学的介護推進体制加
算」などが設けられたことにより、介護施設・
事業所のインセンティブが高まっている 3）。

一方、第三者評価制度については受審率が低
い状態が続いており、制度の目的である①サー
ビスの質の向上、②サービス選択のための情報
提供のいずれにも寄与し得ていない状況にあ
る。本稿の目的は第三者評価制度の受審率を上
げていく方策を検討することではないが、評価

項目・評価基準の妥当性が高まることで受審率
の向上に寄与することが期待できる。

また、介護サービスの質といったときに利用
者に直接提供するケアの質を指すのか、介護施
設・事業所の運営の質を指すのかを明確にする
必要がある。LIFE は前者の考え方、第三者評
価制度、介護サービス情報公表制度は後者の考
え方に基づいていると考えられるが、このよう
な点を明確にして介護サービスの質の評価を議
論していくことも求められる。

おわりに
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１） 介護サービスの質の「構造」を中心に取り上げた研究としては、清水谷・野口（2004）、野口（2015）、
金谷（2022）、「過程」を中心に取り上げた研究としては永田（2009）などがある。

２） 金谷（2022）は、「過程」の情報として介護報酬加算割合、「結果」の情報として利用者・退所率、介護職員・
退職者率を使用して分析を行っている。

３） 福祉医療機構（2021）によると、LIFE の利用状況は「利用申請予定」までを含むと、特養で 88.2％、
通所介護で 78.1%、科学的介護推進体制加算の算定状況は「算定予定」までを含むと、特養で 70.6％、
通所介護が 57.9％となっている。

注釈


